
③ 障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業について 

 

障害のある方に就労体験を通じて，将来の企業就職に向けたステップアップとしてい

ただくとともに，広く企業や市民の皆様に障害者雇用に関する理解を広げるため，京都

市役所において障害のある方の職場実習を実施している。 
今年度は，実習職場の技量に影響されることの多かった，①職務の切り出し，②障害

特性に応じた支援，③実習を実施することの有効性の見極め，といった領域に就労支援

機関の視点を反映することで，実践的でより一般就労への一貫した支援を行うための体

制を整備した。 
また，職場実習を終了された方の中から京都市の臨時的任用職員として採用する「チ

ャレンジ雇用」についても，開始時期を任意に設定できることとし，実習生の一般就労

に向けた支援計画との調和，職場の労働力需要への柔軟な対応を図っている。 

  これまでの概要 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

職場実習 人数 8 名 16 名 20 名 20 名 

職場数 2 職場 9 職場 16 職場 20 職場 

チャレンジ 

雇用 

人数 2 名 4 名 6 名 5 名 

職場数 2 職場 2 職場 6 職場 3 職場 

一般就労者数 3 名 1 名 6 名 － 

  平成２４年度の実績 

  ＜募集期間＞ 平成２４年６月７日（木）から６月１９日（火）まで 

  ＜応募状況＞ 身体障害のある方 ６名 

知的障害のある方２６名 

精神障害のある方 ４名  計３６名 

  ＜選考結果＞ 身体障害（５名），知的障害（１３名），精神障害（２名）のある方

計２０名を職場実習生として選考 

  職場実習・チャレンジ雇用実施状況 

区  分 人数等 実施所 属 

職場実習 

※総合支援学校 

10 名(知的)含

む 

身体 5名 

知的 13名 

精神 2名 

①総合企画局情報化推進室 ②文化市民局人権文化推進課③

監査指導課 ④障害保健福祉推進室 ⑤こころの健康増進セ

ンター ⑥聚楽保育所 ⑦辰巳保育所 ⑧改進保育所 ⑨児童

福祉センター ⑩医務審査課 ⑪上京区支援保護課 ⑫下京区

健康づくり推進課 ⑬教育委員会学校指導課 ⑭教育委員会

体育健康教育室 ⑮教育委員会青少年科学センター ⑯教育

委員会醍醐中央図書館 ⑰教育委員会生涯学習部 ⑱教育委

員会右京中央図書館 ⑲教育委員会総合育成支援課 ⑳教育

委員会中央図書館 

チャレンジ雇用 

身体 2名 

知的 2名 

精神 1名 

①監査指導課 ②障害保健福祉推進室 ③下京区健康づくり

推進課 

（網掛け部分は，２４年度新たに実施した所属） 



京都市における「工賃向上計画」支援策等について 
 

① 京都市における「工賃向上計画」支援策について 

 
項  目 取組内容 

官公需の発注・販売促進 ○政策随意契約制度の周知・啓発 
 庁内に政策随意契約の趣旨，利便性を普及することで，障害福祉施設

等への発注促進を図る。具体的には， 
  庁内向け啓発コンテンツである庁内イントラページの機能を強化す

る。 
  障害福祉施設等へ債権者登録手続きを周知し，経費支出事務等の円

滑化を促すことで，庁内の担当者が発注しやすい環境へと整備する。

  入札担当課と連携し，庁内各契約担当者に，政策随意契約制度を周

知する。 
関係団体との連携促進 ○京都ほっとはあとセンターの活用 

  常設店舗「ハートプラザ KYOTO」の運営の他，障害福祉施設等が

製作した製品の販路拡大や共同受注，製作技術向上を目指す。 
○経済団体との連携 
  京都市障害者就労支援推進会議を通じて，経済団体等に対する障害

福祉施設への発注促進等の協力依頼を行う。また，施設外就労など，

企業にとってもメリットのある多様な働き方の普及・啓発を図る。 
○教育機関との連携 
  子どもの時から障害福祉施設の製品を身近に感じてもらえるよう

な環境づくりを推進し，誰もが授産製品を気軽に手に取る社会を目指

す。 
その他 ○「はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業」の実施 

 具体的には， 
  アンテナショップとしての授産製品販売所「はあと・フレンズ・ス

トア」の運営 
  企業団体である「京都府高齢・障害者雇用支援協会」への事業委託

により，授産製品の開発・販売拡大を効果的に進める。 
  「企業連携」「施設連携」「市民協働」の視点から，障害のある人が

広く関わった製品の開発・生産・販売の新しい事業モデルをつくる。

○工賃向上に資する他都市の先進事例の調査 
○広報紙を活用した企業に向けての発注促進 
 企業向け啓発冊子に特集ページを掲載し，一般企業における障害福祉

施設への発注の機運を高める。 
 

資料３ 



『京都市における「工賃向上計画」支援策』に対する取組 

 

障害福祉施設への発注促進のためのリスト「はあと・フレンズ・リスト」の公開 

 

  京都市では，京都府や各施設が取り組んでいる工賃向上計画に対する積極的な支援

策の一つとして，企業等が業務を発注する際に参考となるよう，各施設の受注可能

な業務を例示するＷＥＢコンテンツ『はあと・フレンズ・リスト（業務受注可能施

設一覧）』を作成・公開した。 

 目的 

   京都市障害者就労支援推進会議ＷＥＢサイト「はたらきまひょ」に，業務受注可

能施設を掲示し，企業が施設に発注しやすい環境整備を行う。 

 対象施設 

   市内の就労系障害福祉施設に照会し，「受注可能業務」の公開希望があった施設

を一覧として公開している。 

 効果 

  ○ 業務の発注を検討している企業が，「どのような施設があるのか」，「どの施設

がどのような業務を受注できるのか」などの情報を得ること 

○ 円滑な業務受発注のマッチングを促すことで企業と障害福祉施設が繋がりや

すくなり，ひいては企業からの障害福祉施設への発注が促進され，施設が工賃

向上を図る機会が増大すること 

 

 ＜画面イメージ＞ 

  ①京都市障害者就労支援推進会議「はたらきまひょ」トップページ 

URL http://www.hatarakimahyo.jp/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

②発注をお考えの事業主さまへ 

  http://www.hatarakimahyo.jp/modules/main3/index.php?content_id=3 

 



③はあと・フレンズ・リスト（業務受注可能施設一覧）を見る 

http://www.hatarakimahyo.jp/modules/list/index.php?type=hfl 

 

 

④個別施設詳細 

 

一部抜粋 

（例） 



② 障害者優先調達推進法における対応について 

 
 平成２４年６月２０日に成立した「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に

関する法律」では，平成２５年４月１日から，国や地方公共団体は障害者就労施設等の提供する物

品・サービスを優先的に購入（調達）することとされている。〔概要参照〕 
 また，地方公共団体は調達に当たって，調達方針の策定・公表のうえで実施することとされてい

る。 

（参考） 

 

障害者就労施設等への京都市からの発注状況（平成２３年度）について 
   

契約件数：203 件 
契約金額：約 3,500 万円 
 
※調達方針策定のベースとなる本市の障害者就労施設等への発注実績 
（23年度速報値：単価契約の予定発注額を含む） 

 
（主な発注例） 
  ○点字版市民しんぶん製作・宛名印刷・封入・発送  
  ○障害保健福祉のしおり製作            
  ○表彰記念品（さおり小物入れ）          

○啓発物品袋詰め等                

 
（今後の流れ） 

 平成２５年２月～３月に国が示すとされる調達方針策定に係る基本指針を受けて，本市の調達方

針を策定するなど，以下の対応を行う。 

１ 優先調達実施のための方針策定 

   方針案の作成 

   方針決定・公表 

    

２ 制度の周知 

   優先発注の促進のための，庁内所属への通知 

   地方独立行政法人（市立病院・市立芸大）への情報提供 

   庁内所属への障害者就労施設等の紹介・周知 

   現在，障害保健福祉推進室が発信している政策随意契約制度（障害者施設分）のコンテンツ

を機能強化し，改めて周知する。 

   障害者就労施設への事務手続（債権者登録・入札参加資格の取得）の周知 

 

３ 公契約における障害者の就業を促進するための措置等の検討 

   法定雇用率を満たしていることに対する配慮 

   障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることへの配慮 

 
 


